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令和5年度長官所長会同会同員名簿

東京高等裁判所長官 中 村 愼

大阪高等裁判所長官 平 木 洋正

名古屋･高等裁判所長官 八 木 洋
一

広島高等裁判所長官 中 山 孝 雄

福岡高等裁判所長官 中 智里 美
I

仙台高等裁判所長官 菅 雅野 之

札幌高等裁判所長官 白 史石 子

高松高等裁判所長官 岩 伸井 晃

東京地方裁判所長 渡 部 勇 次

東京家庭裁判所長 若 敦園 雄

横浜地方裁判所長 立足 哲

横浜家庭裁判所長 萩 本 修

さいたま地方裁判所長 小 邦出 夫
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伸鹿 野さいたま家庭裁判所長 二

小野瀬 厚千葉地方裁判所長

晃 詳太千葉家庭裁判所長 田

、

章 代福 井水戸地方裁判所長

朗 彦岩 坪水戸家庭裁判所長

あさみ嶋宇都宮地方・家庭裁判所長 手

齊 藤 啓 昭前橋地方裁判所長

貴美子木前橋家庭裁判所長 八

斉
士
心村静岡地方裁判所長 田

和 典令家静岡家庭裁判所長

亜由美東甲府地方・家庭裁判所長

士
心健原長野地方・家庭裁判所長 江

~

俊 治蓮 井新潟地方裁判所長

菊 池 則 明新潟家庭裁判所長
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大阪地方裁判所長 宮 崎 英 一

大阪家庭裁判所長 西 川 知一 郎

京都地方裁判所長 川 畑 正 文

京都家庭裁判所長 森木田 邦 裕

神戸地方裁判所長 遠 藤 邦 彦

神戸家庭裁判所長 永 井 裕 之

奈良地方・家庭裁判所長 中 健田 治

大津地方・家庭裁判所長 隆西 裕田

和歌山地方・家庭裁判所長 鴫 末 和 秀

名古屋地方裁判所長
士
ロ 村 典 晃

名古屋家庭裁判所長 平 直 人田

津地方・家庭裁判所長 中 村 さ と み

岐阜地方・家庭裁判所長 鈴 木 弘正

福井地方・家庭裁判所長 長谷部 幸 弥
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俊 之林金沢地方・家庭裁判所長

彩士
ロ富山地方・家庭裁判所長 田

越 浩村広島地方裁判所長
一

光 明高 山広島家庭裁判所長

倉 真､寿美地山口地方・家庭裁判所長

豊岡山地方裁判所長 谷 口

尚 子岡山家庭裁判所長 永 井

島 滋 人加鳥取地方・家庭裁判所長

千鶴子松 井松江地方・家庭裁判所長

直 樹福岡地方裁判所長 田 口

宰岩 木福岡家庭裁判所長

倉 哲 浩佐賀地方・家庭裁判所長 小

隆 夫片 山長崎地方・家庭裁判所長

森 義 明大分地方・家庭裁判所長
菅
田

4



熊本地方裁判所長 片 山 昭 人

熊本家庭裁判所長 高 宮 健 二

鹿児島地方・家庭裁判所長 濱 本 章 子

宮崎地方・家庭裁判所長 松 典 浩田

那覇地方裁判所長 佐 藤 哲 治

』

那覇家庭裁判所長 藤 光 代田

仙台地方裁判所長 佐々 宗木 啓
I

仙台家庭裁判所長 入 江 猛

福島地方裁判所長 加 藤 亮

福島家庭裁判所長 浦 真美子野

山形地方・家庭裁判所長 中 平 健

盛岡地方．,家庭裁判所長 真 紀山 田

秋田地方・家庭裁判所長 見 米 正

青森地方‘家庭裁判所長 古 孝 夫田
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士
心圭笠札幌地方裁判所長 武

太壯原札幌家庭裁判所長 栗

素木函館地方・家庭裁判所長 子
一
一
一

介陽旭川地方・家庭裁判所長 垣石

潔青 沼釧路地方・家庭裁判所長

史安高松地方裁判所長 谷 口

巖前高松家庭裁判所長 田

豊徳島地方・家庭裁判所長 黒 田

藤 寿伊高知地方・家庭裁判所長

島 健太郎飯松山地方・家庭裁判所長
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令和5年度長官所長会同席図(大会鰹室）
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令和5年度長官所長会同進行予定

協議事項 意見表明庁 時間 備考
b

最高裁判所長官挨拶

f

l

1 裁判所の紛争解決機能を全体

として高めていくための司法行

政上の方策について

(1) これまで、裁判所の紛争解

決機能を全体として高めてい

くための方策として、部の機

能の活性化について取組が進
められるとともに、各分野に

おいて審理運営の改善に向け

た取組が継続的に行われてき

た。他方で、実務を担う裁判

官の中にはこれらの取組の効

果を実感することができず、

事件処理に負担を感じている

者もいるのではないかとの指

摘もある。各分野において裁

判官が事件処理に負担を感じ

る状況にあるか、その内実。

程度・原因をどのように分析

するか。 これまで裁判所全体

で行われてきた部の機能の活

性化の取組や各分野における

審理運営改善に向けた取組

は、 日々の事件処理に負担を

感じる状況の改善、あるいは

取組自体に向けられた労力や

負担といった観点からどのよ

うに評価すべきか。

(2) 事件処理に負担を感じる状

況を改善するために、部、各

庁及び裁判所全体で取り組む

べきものとしてそれぞれどの

ようなものが考えられるか。

横浜家裁(萩本）

広島地裁（村越）

9:30～9:45

9:45～12:00

(12:00～13:15)

13:15～17:15

15分

135分

(適宜休憩）

(昼食）

240分

(適宜休憩）



●第2日目 9： 30～12 ：00

事務的協議事項 意見表明庁 時間 備考

○所管事項説明（総務局）

2組織的に対応すべき事項に対

する所長の役割（事務的協議）

裁判所の将来を担う世代の裁

判官・職員の活力を最大限発揮

させる方策

裁判所においては、デジタル

化を契機として、事務の合理化、

効率化を図り、職員が本来の役

割・職務に注力して専門性を活

かすことのできる事務処理態勢

を構築して、より活力のある組

織作りを目指す様々な取組をす

すめているところ、システム開

発の場面はもとより､それ以外

の場面においても、将来を担っ

ていく世代の裁判官や職員の意

見を十分に活用することが重要

であると考えられるが、現状は
どうか。仮に将来を担っていく

世代の裁判官や職員の意見を十

分に活用できていない実情があ

るとすれば、その背景・原因と

してどのようなことが考えられ

るか。

これらの背景や原因を解消す

るために考えられる取組とし

て、どのようなことが考えられ

るか。その際、所長や上級庁が

果たすべき役割は何か。

9:30～10:00

10:00～12:00

I

30分

120分 ‘

(適宜休憩）


